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事業評価書（事前・事後）

平成１４年１２月

評価対象 事務事業名 総合的雇用環境整備推進事業（ジャンプ65推進事業）の実施（ ）

担当部局・課 主管課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課

関係課 職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課

１．事務事業の内容

(1) 関連する政策体系の施策目標

番号

基本目標 ４ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場におい

て労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ３ 労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

Ⅰ 高齢者の雇用就業を促進すること

(2) 事務事業の概要

事業内容（新規・一部新規）

高齢者の雇用就業による社会参加のための環境整備が急務となっている状況を受け

て、これまで総合的雇用環境整備推進事業を実施し、高年齢者雇用アドバイザー活動

を中心とした定年の引上げ、継続雇用制度の導入促進、高齢者の多様な就業機会の開

発等の、事業主に対する相談・援助を通じた高齢者の雇用就業機会の確保を図ってい

るところである。平成15年度においては、従来の各種事業に加え、下記の事業を新た

に実施することにより、より重点的かつ効果的に高齢者の雇用環境の整備を推進する

こととする。

(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施

企業の管理者に対する研修及び中高年従業員に対する研修を通じて、中高年従業員

の活性化を支援し、企業における継続雇用制度の導入の促進を図ることとする。

(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設

事業主自らが都合の良い時間に、自らの関心度・問題意識に応じて、高年齢者雇用

確保措置の導入促進のために必要な情報及び手段を検索し、一定の自己診断を試みる

ことのできる新たな相談・援助窓口をインターネット上に開設する。これにより、事

業主による自律的な取組を促すとともに、自社内での解決が困難な課題については、

高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助の利用に誘導し、高年齢者雇用確保措置

等の着実な実施を促進する。

(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施

「高年齢者ワークシェアリング」の活用により高年齢者の雇用の場を確保している

企業の好事例を収集し、そのノウハウや成果を、高年齢者の継続雇用制度の導入をし

ようとしている事業主等に提供することにより、継続雇用制度の普及啓発に資するこ



ととする。

予算額 （単位：百万円）

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

1,688 1,940 2,050 2,350 2,300(138)

(3) 問題分析

①現状分析

ここ数年、景気低迷の影響を受けて、雇用失業情勢は全体として厳しい中で、６５

歳までの雇用確保措置の普及が急速に進みにくい状況にある。特に、大企業において

はその普及が十分に進展していない。

②原因分析

高年齢者雇用確保措置を講ずる事業主割合が伸びていない原因としては、ここ数年

の景気低迷の影響を受けて企業の経営状態が悪化しており、各事業主が継続雇用制度

の導入は企業にとって負担になるとして躊躇していること、事業主側で、高年齢者の

経験・知識の具体的な活用方法が見い出せないこと等が考えられる。

③問題点

・中高年従業員の活性化を図り、中高年従業員の経験・知識が活用できる職場環境

を作るには、研修体制整備等にコストがかかる。

・ワークシェアリングの活用など継続雇用制度の導入に関するノウハウが企業に十

分に伝わっていない。

④事務事業の必要性

上記問題点を解決するため、以下の目的を有する本事業を推進する必要がある。

・助成制度による財政支援だけではなく、地域事業主団体等の協力を得つつ、高年

齢者雇用のノウハウの提供のほか、高年齢者雇用推進に向けた企業の社会的責務や

高年齢者雇用のメリットの周知を一層強力に行っていく必要がある。

・企業の管理者に対する研修及び中高年従業員に対する研修を一定の補助の下に実

施し、企業の中高年従業員の活性化を支援する。

・ワークシェアリングの活用方法を具体的に示すほか、これまで蓄積した継続雇用

制度の導入に関するノウハウを事業主にとって容易にアクセスできる環境を造る。

(4) 事務事業の目標

目標達成年度（又は政策効果発現時期） 平成22年頃

（平成12年から向こう10年程度の間）

アウトカム指標 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 目標値/基準値

65歳までの雇用を確保

する企業の割合

（説明）目標数値は定めていないが 「6 （モニタリングの方法）翌年度に実績を、

5歳までの雇用を確保する企業割合（従 評価する。

業員30人以上規模企業 （ 雇用管理調）」「

査」より）を指標とする。



アウトプット指標 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 目標値/基準値

管理者及び従業員研修

開催件数

（説明）企業の管理者及び中高年従業員 （モニタリングの方法）翌年度に実績を

に対して継続雇用制度の導入を促す研修 評価する。

の年間開催件数。

２．評 価

(1) 必要性

その他公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）高齢者の雇用就業を促進することは、事業主だけの自主的な努力では限界が

あるため、国の責務として実施する必要がある。本事業の性格は、国全体の活力ある

経済社会を維持するうえで重要なポイントであるため、非常に公益性の高いものであ

る。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）当該施策目標の高齢者の雇用就業を促進することは、行政の一方的な指導・

働きかけだけでは、事業主にかかる負担感が大きくなるため、専門的なノウハウを蓄

積した高年齢者等雇用安定センターを通じて相談・助言及び情報提供を事業主に対し

て実施する必要がある。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）本事業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき中央高年齢者等

雇用安定センターとして指定された(財)高年齢者雇用開発協会に外部委託することに

より実施している。なお、平成15年10月からは独立行政法人高齢・障害者雇用支援機

構で本事業を行うこととなっている。

緊要性の有無 有 無

（理由）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第２条の５に基づき策定された「高

年齢者等職業安定対策基本方針 （平成１２年９月２９日告示）によると 「向こう１」 、

０年程度の間に、原則として希望者全員が、その意欲及び能力に応じて６５歳まで継

続して働くことができる制度の普及を図る 」こととなっており、また、今後の少子。

高齢化の進展を踏まえた経済社会の活力を維持していくためには、高齢者の雇用就業

を促進することは緊要性のあるものと考えられる。

(2) 有効性

政策効果が発現する経路

(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施

中高年従業員活性化等のための研修の実施→研修に参加した企業の管理者及び中高

年従業員の意識改革の促進→企業による継続雇用制度の導入への動機づけ→中高年の

雇用機会の確保

(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設



インターネット上に高年齢者雇用確保措置の相談・援助窓口を開設→事業主が相談

・援助窓口を利用→事業主が必要とする情報、もしくはサービスの提供（高年齢者雇

用アドバイザーによる相談等への誘導）→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者

の雇用機会の確保

(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施

「高年齢者ワークシェアリング」を活用している企業の好事例の収集→ワークシェ

アリングのノウハウ及び成果を「高年齢者ワークシェアリング」に活用し、継続雇用

制度の導入を検討する事業主に提供→企業による継続雇用制度の導入→高年齢者の雇

用機会の確保

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

(1)継続雇用制度導入のための管理者及び従業員研修の実施

、 、本事業を実施することにより 企業の管理者及び中高年従業員の意識改革を通して

中高年従業員の有効活用と企業の活性化が図られ、継続雇用制度の導入を図ろうとす

る企業内での環境整備が整い、制度導入が促進される効果が現れる。本事業の効果発

現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。

(2)インターネットを活用した相談・援助窓口の開設

本事業は過大な費用をかけずに事業主による継続雇用制度の導入の自律的な取組を

容易に促すことにより、高年齢者雇用確保措置等の着実な普及を図ることが期待でき

る。本事業の効果発現時期は事業開始と同時であり順次現れると考えられる。

(3)高年齢者ワークシェアリング推進事業の実施

多様な就業形態が期待できる「高年齢者ワークシェアリング」を導入しようとする

中堅・大企業の取組を支援することにより、高年齢者の継続雇用制度の普及が期待で

きる。本事業の効果発現時期は翌年度以降となり順次現れると考えられる。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

高年齢者雇用確保措置の導入は、基本的には、労使間の問題であり、企業の経営状

、 、 。態 それを考慮した労使間交渉の優先順位等により その進捗は大きな影響を受ける

(3) 効率性

手段の適正性

６５歳までの高年齢者雇用確保措置の導入を義務化する等、規制強化によることが

考えられるが、現時点では、労使間、更には国民全体の合意に至っていない。したが

って、企業の不安を解消し、自主的な取組を支援する本事業のような手法が適切であ

り、また助成金制度とあいまって効果的である。

効果と費用との関係に関する分析

高年齢者雇用確保措置の普及の便益は、高年齢者の就業希望によって大きく変わる

ものであり、また、社会保障制度への影響等多方面に及ぶものであることから、定量

的な把握は極めて困難である。

以上のような留保条件付きではあるが、高年齢者等雇用安定センターに実施させて

いる相談援助事業等は、高年齢者雇用確保措置の導入に伴う事業主の一時的な費用負

担の軽減を行うものであり、助成金制度やインターネットを通じた情報提供等と併せ

て実施することで、費用対効果の観点からも効率的な支援であると考える。



他の類似施策（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）

(4) その他

なし。

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし。

②各種政府決定との関係及び遵守状況

平成11年8月に閣議決定された「第9次雇用対策基本計画」において 「向こう10年、

程度の間において、65歳定年制の普及を目指しつつも、少なくとも意欲と能力のある

高齢者が再雇用又は他企業への再就職などを含め何らかの形で65歳まで働き続けるこ

とが出来ることを確保していくこととする 」とされている。。

③総務省による行政評価・監視等の状況

平成14年3月に、総務省の行政監察による勧告「高齢者雇用対策に関する行政評価

・監視結果に基づく勧告」がある。

《勧告要旨》

・希望者全員について６５歳までの雇用を確保していない企業に対し、定年の引

上げ、継続雇用制度の導入に係る合理性ないしメリットの浸透、各種問題・懸

念の解消に重点をおいた啓発・広報活動を推進すること。

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし。

⑤会計検査院による指摘

なし。


